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付　　則

この要項は，令和2年4月1日から実施する。



別　紙

浸出試験評価基準
表1　共 通 項 目

項　　　目 品質規定

味

日本水道協会検査
通則の別表2による

臭気

色度

濁度

表2　材質別項目及び品質規定
水道水と接触する材料 項　　　目 品質規定

JIS G 4303， 及 び JIS G 5121の
SUS304系又は SUS316系，若しくは
SCS13系又は SCS14系

六価クロム化合物
鉄及びその化合物

日本水道協会検査
通則の別表2による

JIS H 3250又 は JIS H 3300の
C1220 銅及びその化合物

合成樹脂

POM（ポリアセタール樹脂）
PTFE（ポリテトラフル
オロエチレン樹脂）
PE（ポリエチレン樹脂）

有機物［全有機炭素（TOC）の量］

ゴム

NBR（アクリロニトリル
ブタジエンゴム）
EPDM（エチレンプロピ
レンゴム）

亜鉛及びその化合物
フェノール類
有機物［全有機炭素（TOC）の量］

SBR（スチレンブタジエ
ンゴム）

亜鉛及びその化合物
有機物［全有機炭素（TOC）の量］

その他の材料
その他の材料は組成を明確にした上で，浸出する可能
性のあるすべての成分が，平成16年に出された厚生労
働省令第6条で定められた基準を満足すること。



項　　　目 品質規定

カドミウム及びその化合物

日本水道協会検査通則の別表2による

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4－ジオキサン

1,2－ジクロロエタン

1.1－ジクロロエチレン

シス－1,2－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

1,1,2－トリクロロエタン

トリクロロエチレン

ベンゼン

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

表3　選択項目品質規定

 別　紙



項　　　目 品質規定

マンガン及びその化合物

日本水道協会検査通則の別表2による

塩化物イオン

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（全有機炭素（TOC）の量）

エピクロロヒドリン

アミン類

2,4－トルエンジアミン

2,6－トルエンジアミン

酢酸ビニル

スチレン

1,2－ブタジエン

1,3－ブタジエン

表3　選択項目品質規定（続き）

 別　紙
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